
 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

資 料 編 



１　第３期川崎市子どもの権利委員会への諮問書（写）



 ２６

２ 第３期川崎市子どもの権利委員会による諮問から答申までの流れ 
日 程 権利委員会の検証作業 調査対象など 

 
2007(平成 19)年 
①10月 15日 

 
 
2007(平成 19)年
②11月～12月 

 
2008(平成 20)年
③1月～10月 

 
 
 
 
 

2009(平成 21)年 
④１月～3月 

 

 
 
 

⑤５月 
 

⑥５月 
 

⑦６月 
 
 

2010(平成 22)年 
⑧２月 

 
 

 
 
 

 
      

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談救済に関する所管局 ⑧市長へ答申（本書）

川崎市子どもの権利に関する条例(抜粋) 
 （権利委員会） 

第３８条 ２ 権利委員会は、第３６条第２項に定めるもののほか、市長その他の執行機関の諮問に応じて、子どもの権利の保障の状

況について調査審議する。 

（検証） 

第３９条 権利委員会は、前条第２項の諮問があったときは、市長その他の執行機関に対し、その諮問に係る施策について評価等を行

うべき事項について提示するものとする。 
２ 市長その他の執行機関は、前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等を行い、その結果を権利委員会に報

告するものとする。 
３ 権利委員会は、前項の報告を受けたときは、市民の意見を求めるものとする。 
４ 権利委員会は、前項の規定により意見を求めるに当たっては、子どもの意見が得られるようその方法等に配慮しなければならない。

５ 権利委員会は、第２項の報告及び第３項の意見を総合的に勘案して、子どもの権利の保障の状況について調査審議するものとする。 
６ 権利委員会は、前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行機関に答申するものとする。 
（答申に対する措置等） 

第４０条 市長その他の執行機関は、権利委員会からの答申を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。 

相談救済に関する所管局 
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第３期川崎市子どもの権利委員会 
（任期 2007(平成 19)年 9月～2010(平成 22)年 9月）

市の 
相談･救済 
の所管局 

市の措置報告 

②相談救済に関する聞き取り調査 

①市長から諮問条例第 38条 2項

「川崎市における子どもの相談

及び救済について」 

子ども･市民･職員 

○ 相談･救済所管局 
○ 市民活動団体 
○ 川崎市子ども会議 

⑤所管局との対話
⑥市民との対話 
⑦子どもとの対話

③子どもの権利に関する実態・意識調査
(市と共同実施) 

報告書 

④子どもの相談及び救済に関する事業調査 

報告書 


